
＜迅速審査の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

立命館大学びわこ・くさつキャンパス生命倫理審査委員会 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

申請しようとする研究が以下に該当する 

・「臨床研究に関する倫理指針」 ・「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」 

・「疫学研究に関する倫理指針   ・「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方」 

申請書一式を生命倫理委員会事務局まで 

メールもしくは学内便にて提出する 

・「倫理申請書」 

・「研究計画書」 

・その他当該研究に関する資料 

該当しない 該当する 

申請案件が「立命館大学びわこ･くさつキャンパス生命倫理審査委員会規程」第９条に該当

すると委員長が認める。 

２名の委員の判定が一致 

審査の判定と研究者への通知 

再審査 

(1)承認 (4)不承認 (5 非該当 
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委員長による 
条件充足確認 

 
本委員会での審査対象外 

研究開始 

はい いいえ 

生命倫理審査委員２名による審査を実施 通常審査として審査を実施 

はい 

いいえ 

委員長が判定内容を確認 

(3)変更の勧告 (2)条件付承認 

全委員へ審査結果通知。再審査請求の有無について確認 

再審査請求の要求無 再審査請求の要求有 

委員長が相当の理由と認める 

はい 

本委員会での審査 

いいえ 

はい 

勧告指示に 
従い計画変更 

はい 

研究計画の中途変更 

申請書再提出 

すると委員長が認めた。 

  （2012 年3月作成）   （201３年 3月作成）


